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信長公命名のまち・岐阜市

平成 30 年度介護報酬改定について

介護報酬改定率
＋０．５４％
うち▲０．５％程度（通所介護など給付の適正化）

＋約１％（医療ニーズ対応、自立支援・重度化防止など）

基本的な考え方

(1) 地域包括ケアシステムの推進
(2) 自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現
(3) 多様な人材の確保と生産性の向上
(4) 介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性
の確保
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス

(1)訪問介護
＜改定事項＞

①生活機能向上連携加算の見直し
②「自立生活支援のための見守り的援助」の明確化
③身体介護と生活援助の報酬
④生活援助中心型の担い手の拡大
⑤同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬
⑥訪問回数の多い利用者への対応 （６.⑤を参照）
⑦サービス提供責任者の役割や任用要件等の明確化
⑧共生型訪問介護

⑨介護職員処遇改善加算の見直し
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス

(1)訪問介護
①生活機能向上連携加算の見直し

生活機能向上連携加算について、自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、見直しを行う。

＜現行＞ ＜改定後＞
生活機能向上連携加算 100単位／月 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位／月（新設）

生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位／月

② 「自立生活支援のための見守り的援助」の明確化
○ 訪問介護の自立支援の機能を高める観点から、身体介護と生活援助の内容を規定している通知（老
計第10号（訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について））について、身体介護として行われ
る「自立生活支援のための見守り的援助」を明確化する。
○ 生活援助のうち、訪問介護員等が代行するのではなく、安全を確保しつつ常時介助できる状態で見
守りながら行うものであって、日常生活動作向上の観点から、利用者の自立支援に資するものは身体
介護に該当するが、身体介護として明記されていないものがあり、取扱いが明確でないため、明確化す
る。
具体的には、利用者と一緒に手助けしながら行う掃除（安全確認の声かけ、疲労の確認を含む）その
他利用者の自立支援に資するものとして身体介護に該当するものについて、身体介護に該当すること
を明確にする。
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス

(1)訪問介護
③身体介護と生活援助の報酬
自立支援・重度化防止に資する訪問介護を推進・評価する観点から、訪問介護事業所の経営実態を踏まえた上で、
身体介護に重点を置くなど、身体介護・生活援助の報酬にメリハリをつけることとする。

※引き続き生活援助を行った場合の加算（20分から起算して25分ごとに加算、70分以上を限度）

＜現行＞ ＜改定後＞
身体介護中心型 20分未満 165単位 165単位

20分以上30分未満 245単位 248単位
30分以上1時間未満 388単位 394単位
１時間以上１時間30分未満 564単位 575単位
以降30分を増すごとに算定 80単位 83単位
生活援助加算※ 67単位 66単位

生活援助中心型 20分以上45分未満 183単位 181単位
45分以上 225単位 223単位

通院等乗降介助 97単位 98単位
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス

(1)訪問介護
④生活援助中心型の担い手の拡大

○ 訪問介護事業所における更なる人材確保の必要性を踏まえ、介護福祉士等は身体介護を中心に担うこととし、生活援助中心型については、人材の裾野を広

げて担い手を確保しつつ、質を確保するため、現在の訪問介護員の要件である130 時間以上の研修は求めないが、生活援助中心型のサービスに必要な知識等
に対応した研修を修了した者が担うこととする。

○ このため、新たに生活援助中心型のサービスに従事する者に必要な知識等に対応した研修課程を創設することとする。その際、研修のカリキュラムについて
は、初任者研修のカリキュラムも参考に、観察の視点や認知症高齢者に関する知識の習得を重点とする。

○ また、訪問介護事業者ごとに訪問介護員等を常勤換算方法で2.5 以上置くこととされているが、上記の新しい研修修了者もこれに含めることとする。

○ この場合、生活援助中心型サービスは介護福祉士等が提供する場合と新研修修了者が提供する場合とが生じるが、両者の報酬は同様とする。

○ なお、この場合、訪問介護事業所には多様な人材が入ることとなるが、引き続き、利用者の状態等に応じて、身体介護、生活援助を総合的に提供していくこと
とする。
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス

(1)訪問介護
⑤同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬
同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬について建物の範囲等を見直すとともに、
一定の要件を満たす場合の減算幅を見直す。
＜現行＞ ＜改定後＞

減算等の内容 算定要件

①・③
10％減算

②15％減算

①事業所と同一敷地内又は隣接
する敷地内に所在する建物に
居住する者（②に該当する場合
を除く。）

②上記の建物のうち、当該建物に
居住する利用者の人数が１月
あたり50人以上の場合

③上記①以外の範囲に所在する
建物に居住する者

（当該建物に居住する利用者の
人数が１月あたり20人以上の場
合）

減算等の内容 算定要件

10％減算 ①事業所と同一敷地内又は
隣接する敷地内に所在す
る建物（養護老人ホーム、
軽費老人ホーム、有料老
人ホーム、サービス付き高
齢者向け住宅に限る）に居
住する者

②上記以外の範囲に所在す
る建物（建物の定義は同
上）に居住する者

（当該建物に居住する利用
者の人数が１月あたり20人
以上の場合）
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス

(1)訪問介護
⑤同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬

訪問系サービスにおける同一建物等居住者に係る減算の適用を受ける者と当該減算の適用を受けない者との公平

性の観点から、当該減算について区分支給限度基準額の対象外に位置付けることとし、当該減算の適用を受ける者の
区分支給限度基準額を計算する際には、減算前の単位数を用いることとする。

（参考）有料老人ホーム等の入居者が利用する訪問介護に係る介護給付費の算定について（抜粋）
（平成29年10月19日付会計検査院による意見表示）
＜会計検査院が表示する意見（抜粋）＞
○ 介護給付費の算定に当たり、限度額の設定方法及び同一建物減算の趣旨を踏まえて保険給付の公平性が確保されるようにするために、同一建物減算
の適用の有無により介護保険として利用できる訪問介護の回数に差違が生ずることのないようにするための措置を講ずるよう意見を表示する。
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス

(1)訪問介護
⑧共生型訪問介護

10

＜基準＞
障害福祉制度の指定を受けた事業所であれば、基本的に介護保険（共生型）の指定を受けられるものとする。
＜報酬＞
○ 介護保険の基準を満たしていない障害福祉制度の事業所の報酬については、
① 障害者が高齢となる際の対応という制度趣旨を踏まえ、概ね障害福祉における報酬の水準を担保し、
② 介護保険の事業所としての人員配置基準等を満たしていないことから、通常の介護保険の事業所の報酬単位とは区別する
観点から、単位設定する。



信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス

(2)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
＜改定事項＞

○基本報酬
①生活機能向上連携加算の創設
②オペレーターに係る基準の見直し
③介護・医療連携推進会議の開催方法・頻度の緩和
④同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬
⑤地域へのサービス提供の推進
⑥ターミナルケアの充実
⑦医療ニーズへの対応の推進

⑧介護職員処遇改善加算の見直し
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス

(2)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
○基本報酬

以下のとおり改定する。
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス

(2)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
①生活機能向上連携加算の創設
○自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、新たに生活機能向上連携加算を創設する。

＜現行＞ ＜改定後＞

なし ⇒ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位／月（新設）

生活機能向上連携加算(Ⅱ)          200単位／月（新設）

② オペレーターに係る基準の見直し
○ 定期巡回型サービスのオペレーターについて､夜間・早朝に認められている以下の事項を、日中についても認めることとする。
ア 利用者へのサービス提供に支障がない場合には、オペレーターと「随時訪問サービスを行う訪問介護員」及び指定訪問介護事業所、
指定夜間対応型訪問介護事業所以外の「同一敷地内の事業所の職員」の兼務を認める。

イ 夜間・早朝と同様の事業所間の連携が図られているときは、オペレーターの集約を認める。
○ 日中（８時から18時）と夜間・早朝（18時から８時）におけるコール件数等の状況に大きな差は見られないことを踏まえ、日中についても、
・利用者へのサービス提供に支障がない場合には、オペレーターと「随時訪問サービスを行う訪問介護員」及び指定訪問介護事業所、
指定夜間対応型訪問介護事業所以外の「同一敷地内の事業所の職員」の兼務を認めることとする。
・夜間・早朝と同様の事業所間の連携が図られているときは、オペレーターの集約を認めることとする。

○ ただし、利用者へのサービス提供に支障がない場合とは、
・ICT等の活用により、事業所外においても、利用者情報（具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況や家族の状況等）の確認が
できるとともに、
・適切なコール対応ができない場合に備えて、電話の転送機能等を活用することにより、利用者からのコールに即時に対応できる体制
を構築し、コール内容に応じて、必要な対応を行うことができると認められる場合を言うこととする。
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス

(2)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
③介護・医療連携推進会議の開催方法・頻度の緩和
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス

(2)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
④同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬
○ 同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬について建物の範囲等を見直すとともに、一定の要件を満たす場合の
減算幅を見直す。

＜現行＞ ＜改定後＞

○一部の事業所において、利用者の全てが同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住しているような実態があることを踏

まえ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理由がある場合を除き、地域の利用者に対してもサービス提供を行わな
ければならないことを明確化する。

⑦医療ニーズへの対応の推進
○ 中重度の要介護者の在宅生活を支える体制をさらに整備するため、訪問看護サービスを行うにあたり24時間体制のある定
期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の体制について評価を行うこととする。

＜現行＞ ＜改定後＞
緊急時訪問看護加算 290単位／月 ⇒ 315単位／月

減算等の内容 算定要件

①600単位/月
減算

②900単位/月
減算

①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地
内に所在する建物に居住する者

②事業所と同一敷地内又は隣接する敷地
内に所在する建物に居住する者のうち、
当該建物に居住する利用者の人数が１
月あたり50人以上の場合

減算等の内容 算定要件

600単位/月
減算

・事業所と同一敷地内又は
隣接する敷地内に所在す
る建物（養護老人ホーム、
軽費老人ホーム、有料老
人ホーム、サービス付き高
齢者向け住宅に限る）に居
住する者
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス
(3)夜間対応型訪問介護
＜改定事項＞

○基本報酬

①オペレーターに係る基準の見直し （１.(2)②を参照）

②同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬 （１.(1)⑤を参照）

③介護職員処遇改善加算の見直し
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス

(3)夜間対応型訪問介護
○基本報酬

以下のとおり改定する。
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス
(4)訪問入浴介護
＜改定事項＞（予防介護についても同様の措置を講ずる場合は★を付記）

○基本報酬

①同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬（★） （１.（1）⑤を参照）
②介護職員処遇改善加算の見直し（★）
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス
(4)訪問入浴介護
○基本報酬

以下のとおり改定する。
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス
(5) 訪問看護
＜改定事項＞（予防介護についても同様の措置を講ずる場合は★を付記）

①在宅における中重度の要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応の強化

（★（ターミナル期を除く））

②ターミナルケアの充実

③複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し（★）

④訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し（★）

⑤報酬体系の見直し（★）

⑥同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬（★）（１.（1）⑤を参照）
⑦その他
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス
(5)訪問看護
①在宅における中重度の要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応の強化 （★（ターミナル期を除く））

○看護体制強化加算について、ターミナルケア加算の算定者数が多い場合を新たな区分として評価する。

＜現行＞ ＜改定後＞

看護体制強化加算 300単位／月 看護体制強化加算(Ⅰ) 600単位／月（新設）
（※ターミナルケア加算の算定者が年１名以上） （※ターミナルケア加算の算定者が年５名以上）

看護体制強化加算(Ⅱ)         300単位／月
（※ターミナルケア加算の算定者が年１名以上）

○中重度の要介護者の在宅生活を支える体制をさらに整備するため、24時間体制のある訪問看護事業所の体制について評価を行うこととする。
○また、24時間対応体制のある訪問看護事業所からの緊急時訪問を評価することとする。具体的には、現行、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る
加算については、２回目以降の緊急時訪問において、一部の対象者（特別管理加算算定者）に限り算定できることとなっているが、この対象者に
ついて拡大を図ることとする。

＜現行＞ ＜改定後＞

訪問看護ステーション緊急時訪問看護加算 540単位／月 574単位／月
病院又は診療所緊急時訪問看護加算 290単位／月 315単位／月

②ターミナルケアの充実

看取り期における本人・家族との十分な話し合いや訪問看護と他の介護関係者との連携を更に充実させる観点から、「人生の最終段階における
医療の決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを明示することとする。
また、今後、利用者が在宅において死亡診断を円滑に受けられることを推進するため、

「情報通信機器（ＩＣＴ）を利用した死亡診断等ガイドライン」に基づき、ターミナル時に医師と訪問看護事業所による連携を図るため、関連制度におけ
る対応に合わせて、ターミナル時の情報提供に係る評価について、必要な見直しを行うこととする。
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス
(5)訪問看護
③複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し（★）

④訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し（★）

○訪問看護ステーションにおける理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問について、基本報酬を以下のとおり見直す。

＜現行＞ ＜改定後＞

訪問看護 302単位／回 訪問看護 296単位／回

介護予防訪問看護 302単位／回 介護予防訪問看護 286単位／回

22



信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス
(5)訪問看護
⑤報酬体系の見直し（★）
○訪問看護及び介護予防訪問看護の基本報酬を以下のとおり見直す。

＜現行＞訪問看護及び介護予防訪問看護 ＜改定後＞訪問看護
訪問看護ステーション 病院又は診療所 訪問看護ステーション 病院又は診療所

20分未満 310単位／回 262単位／回 20分未満 311単位／回 263単位／回
30分未満 463単位／回 392単位／回 30分未満 467単位／回 396単位／回
30分以上 814単位／回 567単位／回 30分以上 816単位／回 569単位／回
１時間未満 １時間未満
１時間以上 1117単位／回 835単位／回 １時間以上 1118単位／回 836単位／回
１時間30分未満 １時間30分未満

＜改定後＞介護予防訪問看護
訪問看護ステーション 病院又は診療所

20分未満 300単位／回 253単位／回
30分未満 448単位／回 379単位／回
30分以上 787単位／回 548単位／回
１時間未満
１時間以上 1080単位／回 807単位／回
１時間30分未満
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス

(6)訪問リハビリテーション
＜改定事項＞（予防介護についても同様の措置を講ずる場合は★を付記）

①医師の指示の明確化等（★）
②リハビリテーション会議への参加方法の見直し等
③リハビリテーション計画書等のデータ提出等に対する評価
④介護予防訪問リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算の創設
⑤社会参加支援加算の要件の明確化等
⑥介護予防訪問リハビリテーションにおける事業所評価加算の創設
⑦訪問リハビリテーションにおける専任の常勤医師の配置の必須化（★）
⑧基本報酬の見直し（★）
⑨医療と介護におけるリハビリテーション計画の様式の見直し等（★）
⑩離島や中山間地等の要支援・要介護者に対する訪問リハビリテーションの提供（★）
⑪同一建物等居住者にサービスを提供する場合の報酬（★）（１.（1）⑤を参照）
⑫介護医療院が提供する訪問リハビリテーション（★）
⑬その他

24



信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス

(6)訪問リハビリテーション
①医師の指示の明確化等（★）

②リハビリテーション会議への参加方法の見直し等

③リハビリテーション計画書等のデータ提出等に対する評価

＜現行＞ ＜改定後＞

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(Ⅰ) 60単位／月 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(Ⅰ) 230単位／月

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(Ⅱ) 280単位／月

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(Ⅱ) 150単位／月 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(Ⅲ) 320単位／月

※ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(Ⅳ) 420単位／月

※３月に１回を限度とする。

④介護予防訪問リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算の創設

○要支援者のリハビリテーションについて、質の高いリハビリテーションを実現するためのリハビリテーション計画の策
定と活用等のプロセス管理の充実、多職種連携の取組の評価を創設する。

介護予防訪問リハビリテーション

リハビリテーションマネジメント加算：230単位／月（新設）

25



信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス

(6)訪問リハビリテーション

26

②リハビリテーション会議への参加方法の見直し等
○ リハビリテーションマネジメントで求められているリハビリテーション会議への医師の参加が困難との
声があることから、テレビ電話等を活用してもよいこととする。



信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス

(6)訪問リハビリテーション
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス

(6)訪問リハビリテーション
⑤社会参加支援加算の要件の明確化等
社会参加支援加算の算定要件について、サービスの種類を考慮しつつ、告示と通知の記載内容を整理し、算定要件を明確にする。

（単位の変更はなし）
また、現行、告示や通知に記載されていない、下記の場合を加えることとする。

・訪問リハビリテーションの利用者が、要介護から要支援へ区分変更と同時に、介護予防通所リハビリテーション、介護予防認知症対応
型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に移行した場合

・就労に至った場合

⑥介護予防訪問リハビリテーションにおける事業所評価加算の創設
○介護予防訪問リハビリテーションにおいて、自立支援・重度化防止の観点から、アウトカム評価（要支援状態の維持・改善率を評価）を
設け、評価対象期間（前々年度の１月から12月までの１年間）終了後の４月から３月までの１年間、新たな加算の算定を認める。

○評価対象期間に、次に掲げる基準に適合すること
①定員利用・人員基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出てリハビリテーションマネジメント加算を算定していること。
②利用実人員数が10名以上であること。
③利用実人員数の60％以上にリハビリテーションマネジメント加算を算定していること。
④以下の数式を満たすこと（リハビリテーションマネジメント加算を３月以上算定した者の要支援状態の維持・改善率）

要支援状態区分の維持者数＋改善者数×２

≧0.7
評価対象期間内（前年の1月～12月）に、リハビリテーションマネジメントを３月以上算定し、その後に更新・変更認定を
受けた者の数

事業所評価加算120単位／月（新設）
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス

(6)訪問リハビリテーション
⑦訪問リハビリテーションにおける専任の常勤医師の配置の必須化（★）

指定訪問リハビリテーションを実施するにあたり、リハビリテーション計画を作成することが求められており、この際に事業所の
医師が診療する必要がある。

このため、指定訪問リハビリテーション事業所に専任の常勤医師の配置を求めることとする。

その際、事業所である病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院の常勤医師との兼務を可能とするほか、指定訪問リハ

ビリテーションを行う介護老人保健施設、介護医療院であって、病院又は診療所と併設されているものについては、通所リハビ

リテーションの人員基準と同様に当該病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えないものとする。医師の診療に係る取扱

いについて例外を設けることとするが、この場合の評価は適正化することとする。

⑧基本報酬の見直し（★）

リハビリテーション計画を作成する際の医師の診療について、利用者が指定（介護予防）訪問リハビリテーション事業所である
医療機関を受診した際に行われた場合や、訪問診療等と同時に行われた場合は、別途診療報酬が算定されることから、二重

評価にならないように見直しを図ることとする。

＜現行＞ ＜改定後＞
基本報酬（訪問リハビリテーション費） 302単位／回 ⇒ 290単位／回
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス

(6)訪問リハビリテーション
⑨医療と介護におけるリハビリテーション計画の様式の見直し等（★）
○ 医療保険と介護保険のそれぞれのリハビリテーション計画書の共通する事項について互換性を持っ
た様式を設けることとする。

○ 指定（介護予防）訪問・通所リハビリテーション事業所が、医療機関から当該様式をもって情報提供を
受けた際、当該事業所の医師が利用者を診療するとともに、当該様式に記載された内容について、そ
の是非を確認し、リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、当該様式を
根拠として介護保険のリハビリテーションの算定を開始可能とする。
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス

(6)訪問リハビリテーション
⑫介護医療院が提供する訪問リハビリテーション（★）

訪問リハビリテーションについては、介護療養型医療施設が提供可能であったことを踏まえ、介
護医療院においても提供することを可能とする。

⑬ その他
平成29 年度をもって介護予防訪問介護の地域支援事業への移行が完了することに伴い、介護
予防訪問リハビリテーションにおける訪問介護連携加算を廃止することとする。
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス

(7)居宅療養管理指導
＜改定事項＞（予防介護についても同様の措置を講ずる場合は★を付記）

①訪問人数等に応じた評価の見直し（★）

②看護職員による居宅療養管理指導の廃止（★）

③離島や中山間地域等の要支援・要介護者に対する居宅療養管理指導の提供（★）
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス

(7)居宅療養管理指導
①訪問人数等に応じた評価の見直し（★）

現在、同一日に同じ建物に居住する者（同一建物居住者）に対し指導・助言等を行った場合は減額した評価を行っているが、平成28 
年度診療報酬改定において、訪問した建物内において、当該訪問月に診療した人数（単一建物居住者の人数）によって、メリハリのある
評価とする等の見直しが行われた。

これを踏まえ、医療保険と介護保険との整合性の観点から、単一建物に居住する人数に応じて、以下のように評価することとするとと
もに、診療報酬改定における対応を鑑みながら、必要な見直しを行う。

・ 単一建物居住者が１人 ・ 単一建物居住者が２～９人 ・ 単一建物居住者が10 人以上
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

１．訪問系サービス

(7)居宅療養管理指導

34

②看護職員による居宅療養管理指導の廃止（★）
看護職員による居宅療養管理指導については、その算定実績を踏まえ、６か月の経過措置期間を設けた上で廃止する。



信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

２．通所系サービス

(1)通所介護・地域密着型通所介護
＜改定事項＞

①生活機能向上連携加算の創設
②心身機能の維持に係るアウトカム評価の創設
③機能訓練指導員の確保の促進
④栄養改善の取組の推進
⑤基本報酬のサービス提供時間区分の見直し
⑥規模ごとの基本報酬の見直し
⑦運営推進会議の開催方法の緩和（地域密着型通所介護のみ）
⑧設備に係る共用の明確化
⑨共生型通所介護
⑩介護職員処遇改善加算の見直し
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

２．通所系サービス

(1)通所介護・地域密着型通所介護
①生活機能向上連携加算の創設

○ 外部の通所リハ事業所等のリハビリテーション専門職や医師が通所介護事業所等を訪問し、共同でアセスメントを
行い、個別機能訓練計画等を作成することを評価する。

生活機能向上連携加算 200単位／月（新設）

※個別機能訓練加算を算定している場合は 100単位／月

② 心身機能の維持に係るアウトカム評価の創設

○ 自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ＡＤＬ（日常生活動作）の維持
又は改善の度合いが一定の水準を超えた場合を新たに評価する。

④ 栄養改善の取組の推進

○ 管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態に係る情報
を文書で共有した場合の評価を創設する。

栄養スクリーニング加算 ５単位／回（新設）

※６月に１回を限度とする
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

２．通所系サービス

(1)通所介護・地域密着型通所介護
②心身機能の維持に係るアウトカム評価の創設
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

２．通所系サービス

(1)通所介護・地域密着型通所介護
⑤基本報酬のサービス提供時間区分の見直し
○２時間ごとの設定としている基本報酬について、サービス提供時間の実態を踏まえて１時間ごとの設定に見直す。

⑥規模ごとの基本報酬の見直し

○基本報酬について、介護事業経営実態調査による収支差率等の実態を踏まえた上で、規模ごとにメリハリを
つけて見直す。

【例】要介護１、７時間以上９時間未満の場合

＜現行＞ ＜改定後＞
地域密着型 ７時間以上９時間未満 735単位／日 ７時間以上８時間未満 735単位／日

８時間以上９時間未満 764単位／日
通常規模型 ７時間以上９時間未満 656単位／日 ７時間以上８時間未満 645単位／日

８時間以上９時間未満 656単位／日
大規模型(Ⅰ) ７時間以上９時間未満 645単位／日 ７時間以上８時間未満 617単位／日

８時間以上９時間未満 634単位／日
大規模型(Ⅱ)      ７時間以上９時間未満 628単位／日 ７時間以上８時間未満 595単位／日

８時間以上９時間未満 611単位／日
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

２．通所系サービス

(1) 通所介護・地域密着型通所介護
⑨共生型通所介護
＜基準＞
障害福祉制度の指定を受けた事業所であれば、基本的に介護保険（共生型）の指定を受けられ
るものとする。

＜報酬＞
○ 介護保険の基準を満たしていない障害福祉制度の事業所の報酬については、
① 障害者が高齢となる際の対応という制度趣旨を踏まえ、概ね障害福祉における報酬の水準を
担保し、

② 介護保険の事業所としての人員配置基準等を満たしていないことから、通常の介護保険の事
業所の報酬単位とは区別する

観点から、単位設定する。
【例】障害福祉制度の生活介護事業所が、要介護者へのデイサービスを行う場合

所定単位数に93/100を乗じた単位数（新設）
○ その上で、共生型通所介護事業所と共生型短期入所生活介護事業所について、生活相談員
（社会福祉士等）を配置し、かつ、地域に貢献する活動（地域交流の場の提供等）を実施してい
る場合を評価する。

生活相談員配置等加算 13単位／日（新設）
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

２．通所系サービス

(2)療養通所介護
＜改定事項＞

○基本報酬

①定員数の見直し

②栄養改善の取組の推進 （２.（1）④を参照）
③運営推進会議の開催方法の緩和 （１.（2）③を参照）
④介護職員処遇改善加算の見直し
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

２．通所系サービス

(3) 認知症対応型通所介護
＜改定事項＞（予防介護についても同様の措置を講ずる場合は★を付記）

○基本報酬

①生活機能向上連携加算の創設（★） （２.（1）①を参照）
②機能訓練指導員の確保の促進（★）

③栄養改善の取組の推進（★） （２.（1）④を参照）
④基本報酬のサービス提供時間区分の見直し（★）

⑤共用型認知症対応型通所介護の利用定員の見直し（★）

⑥運営推進会議の開催方法の緩和（★） （１.（2）③を参照）
⑦設備に係る共用の明確化（★）

⑧介護職員処遇改善加算の見直し（★）
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

２．通所系サービス

(3)認知症対応型通所介護
④基本報酬のサービス提供時間区分の見直し（★）
○ 認知症対応型通所介護の基本報酬は、２時間ごとの設定としているが、事業所のサービス提供時間
の実態を踏まえて、基本報酬のサービス提供時間区分を１時間ごとに見直すこととする。
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

２．通所系サービス

(4)通所リハビリテーション
＜改定事項＞（予防介護についても同様の措置を講ずる場合は★を付記）

○基本報酬
①医師の指示の明確化等（★）
②リハビリテーション会議への参加方法の見直し等 （１.（6）②を参照）
③リハビリテーション計画書等のデータ提出等に対する評価
④介護予防通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算の創設
⑤社会参加支援加算の要件の明確化等
⑥介護予防通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション実施加算の創設
⑦栄養改善の取組の推進（★） （２.（1）④を参照）
⑧３時間以上のサービス提供に係る基本報酬等の見直し等
⑨短時間リハビリテーション実施時の面積要件等の緩和
⑩医療と介護におけるリハビリテーション計画の様式の見直し等（★） （１.（6）⑨を参照）
⑪介護医療院が提供する通所リハビリテーション（★）
⑫介護職員処遇改善加算の見直し（★）
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

２．通所系サービス

(4)通所リハビリテーション
○基本報酬
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

２．通所系サービス

(4)通所リハビリテーション
①医師の指示の明確化等（★）
②リハビリテーション会議への参加方法の見直し等
③リハビリテーション計画書等のデータ提出等に対する評価

通所リハビリテーション
＜現行＞ ＜改定後＞
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(Ⅰ)                       230単位／月 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(Ⅰ)                        330単位／月

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(Ⅱ)   ６月以内 850単位／月
６月以降 530単位／月

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(Ⅱ)   ６月以内 1020単位／月 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(Ⅲ)    ６月以内 1120単位／月
６月以降 700単位／月 ６月以降 800単位／月

※ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(Ⅳ)   ６月以内 1220単位／月
６月以降 900単位／月

※３月に１回を限度とする

④介護予防通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算の創設
○要支援者のリハビリテーションについて、質の高いリハビリテーションを実現するためのリハビリテーション計
画の策定と活用等のプロセス管理の充実、多職種連携の取組の評価を創設する。

介護予防通所リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算：330単位／月（新設）
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

２．通所系サービス

(4)通所リハビリテーション
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

２．通所系サービス

(4)通所リハビリテーション
⑥介護予防通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション実施加算の創設

○ 活動と参加に資するリハビリテーションを更に推進する観点から、現在、通所リハビリテーションで評
価されている生活行為向上リハビリテーション実施加算を、介護予防通所リハビリテーションにおいても
創設する。

生活行為向上リハビリテーション実施加算 ３月以内 900単位／月（新設）

３月超、６月以内 450単位／月（新設）

※ ただし、当該加算を算定後に介護予防通所リハビリテーションを継続利用する場合は、翌月から６月
間に限り所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

２．通所系サービス

(4)通所リハビリテーション
⑧３時間以上のサービス提供に係る基本報酬等の見直し等

○ 通所リハビリテーションと通所介護の役割分担と機能強化に関する議論や、通所介護の
見直しを踏まえ、以下の見直しを行う。
ア ３時間以上の通所リハビリテーションを提供した場合の基本報酬について、同じ時間、
同等規模の事業所で通所介護を提供した場合の基本報酬との均衡を考慮しつつ見直し
を行う（44ページに記載）。
イ 一方で、リハビリテーション専門職の配置が、人員に関する基準よりも手厚い体制を構
築し、リハビリテーションマネジメントに基づいた長時間のサービスを提供している場合を
評価する。

＜現行＞ ＜改定後＞
なし ⇒ リハビリテーション提供体制加算

３時間以上４時間未満 12単位／回（新設）
４時間以上５時間未満 16単位／回（新設）
５時間以上６時間未満 20単位／回（新設）
６時間以上７時間未満 24単位／回（新設）
７時間以上 28単位／回（新設）
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

２．通所系サービス

(4)通所リハビリテーション

現行 見直しの方向（注１、注２）

面積
要件

介護保険の利用定員と医療保険の患者数の合計
数×３㎡以上を満たしていること

常時、介護保険の利用者数×３㎡以上を満たしているこ
と

人員
要件

同一職種の従業者と交代する場合は、医療保険の
リハビリテーションに従事することができる。

同じ訓練室で実施する場合には、医療保険のリハビリ
テーションに従事することができる。

器具の
共有

１時間以上２時間未満の通所リハビリテーションの
場合は、必要な器具の共用が認められる。

サービス提供の時間にかかわらず、医療保険・介護保険
のサービスの提供に支障が生じない場合は、必要な器具
の共用が認められる。

⑨短時間リハビリテーション実施時の面積要件等の緩和
○ 診療報酬改定における対応を鑑みながら、医療保険のリハビリテーションを提供している病院、診療所が、新たに
介護保険のリハビリテーションの提供を開始する場合に、新たな設備や人員、器具の確保等が極力不要となるよう、
医療保険と介護保険のリハビリテーションを同一のスペースにおいて行う場合の面積・人員・器具の共用に関する要
件を見直し、適宜緩和することとする。

注１ 最終的な見直し内容は、今後、解釈通知で規定する予定
注２ 面積要件・人員要件の見直しは、１時間以上２時間未満の通所リハビリテーションに限る。
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

３．短期入所系サービス

(1)短期入所生活介護
＜改定事項＞（予防介護についても同様の措置を講ずる場合は★を付記）

○基本報酬

①看護体制の充実

②夜間の医療処置への対応の強化

③生活機能向上連携加算の創設（★） （２.（1）①を参照）

④機能訓練指導員の確保の促進（★）

⑤認知症専門ケア加算の創設（★）

⑥特養併設型における夜勤職員の配置基準の緩和（★）

⑦介護ロボットの活用の推進

⑧多床室の基本報酬の見直し（★）

⑨療養食加算の見直し

⑩共生型短期入所生活介護（★）

⑪介護職員処遇改善加算の見直し（★）

⑫居室とケア（★）
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

３．短期入所系サービス

(1)短期入所生活介護
○基本報酬

※左の単位数は
すべて１日
あたり
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

３．短期入所系サービス

(1)短期入所生活介護
①看護体制の充実
○ 中重度の高齢者の積極的な受け入れを促進する等の観点から、現行の看護体制加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の算定要件である
体制要件に加えて、利用者のうち要介護３以上の利用者を70%以上受け入れる事業所について、新たに評価する。

＜現行＞＜改定後＞
看護体制加算(Ⅰ) ４単位／日 ⇒ 看護体制加算(Ⅰ) ４単位／日

看護体制加算(Ⅱ) ８単位／日 看護体制加算(Ⅱ) ８単位／日
看護体制加算(Ⅲ)イ 12単位／日（新設）
看護体制加算(Ⅲ)ロ ６単位／日（新設）
看護体制加算(Ⅳ)イ 23単位／日（新設）
看護体制加算(Ⅳ)ロ 13単位／日（新設）

②夜間の医療処置への対応の強化
〇 夜間の医療処置への対応を強化する観点から、夜勤職員配置加算について、現行の要件に加えて、夜勤時間帯
を通じて、看護職員を配置していること又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置していること（この場合登録
喀痰吸引等事業者として都道府県の登録が必要）について、これをより評価することとする。

＜現行＞ ＜改定後＞
従来型の場合 (Ⅰ)：13単位／日 ⇒ 従来型の場合 (Ⅰ)：13単位／日
ユニット型の場合 (Ⅱ)：18単位／日 ユニット型の場合 (Ⅱ)：18単位／日

従来型の場合 (Ⅲ)：15単位／日（新設）
ユニット型の場合 (Ⅳ)：20単位／日（新設）
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

３．短期入所系サービス

(1)短期入所生活介護
⑤認知症専門ケア加算の創設（★）

○ 認知症介護について、国や自治体が実施又は指定する認知症ケアに関する専門研修を修了した者が介護サービ
スを提供することについて評価を行う。
＜現行＞ ＜改定後＞
なし ⇒ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) ３単位／日（新設）

認知症専門ケア加算(Ⅱ) ４単位／日（新設）

⑦介護ロボットの活用の推進

○ 夜勤職員配置加算について、業務の効率化等を図る観点から、見守り機器の導入により効果的に介護が提供でき
る場合について、新たに評価する。

＜現行の夜勤職員配置加算の要件＞ ＜見守り機器を導入した場合の夜勤職員配置加算の要件＞
・夜勤時間帯の夜勤職員数： ・夜勤時間帯の夜勤職員数：
夜勤職員の最低基準＋１名分の人員を多く 夜勤職員の最低基準＋0.9名分の人員を多く配置
配置していること。 していること。

・入所者の動向を検知できる見守り機器を入所者数の
15%以上に設置していること。
・施設内に見守り機器を安全かつ有効に活用するための
委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

３．短期入所系サービス

(1)短期入所生活介護
⑧多床室の基本報酬の見直し（★）
○短期入所生活介護の基本報酬について、特別養護老人ホームの従来型個室と多床室の基本報酬は同じとなってい
ることとの整合性の観点から、従来型個室と多床室との間の報酬の差を適正化することとする。
※以下の単位数はすべて１日あたり

○単独型の場合 ○併設型の場合

＜現行＞ ＜改定後＞ ＜現行＞ ＜改定後＞
要支援１ 460単位 465単位 要支援１ 438単位 437単位
要支援２ 573単位 577単位 要支援２ 539単位 543単位
要介護１ 640単位 625単位 要介護１ 599単位 584単位
要介護２ 707単位 693単位 要介護２ 666単位 652単位
要介護３ 775単位 763単位 要介護３ 734単位 722単位
要介護４ 842単位 831単位 要介護４ 801単位 790単位
要介護５ 907単位 897単位 要介護５ 866単位 856単位

⑨療養食加算の見直し（★）
〇療養食加算について、１日単位で評価を行っている現行の取扱いを改め、１日３食を限度とし、１食を１回として、１回
単位の評価とする。

＜現行＞ ＜改定後＞
療養食加算 23単位／日 ⇒    ８単位／回
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

３．短期入所系サービス

(1)短期入所生活介護
⑩共生型短期入所生活介護（★）

＜基準＞

障害福祉制度の指定を受けた事業所であれば、基本的に介護保険（共生型）の指定を受けられるものとする。

＜報酬＞

○ 介護保険の基準を満たしていない障害福祉制度の事業所の報酬については、

① 障害者が高齢となる際の対応という制度趣旨を踏まえ、概ね障害福祉における報酬の水準を担保し、

② 介護保険の事業所としての人員配置基準等を満たしていないことから、通常の介護保険の事業所の報酬単位とは
区別する

観点から、単位設定する。

○障害福祉制度の短期入所事業所が、要介護者へのショートステイを行う場合

＜現行＞ ＜改定後＞

なし ⇒      基本報酬 所定単位数に92／100を乗じた単位数（新設）

なし ⇒      生活相談員配置等加算 13単位／日（新設）

⑫居室とケア（★）

○ ユニット型準個室について、実態を踏まえ、その名称を「ユニット型個室的多床室」に変更する。
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

３．短期入所系サービス

(2)短期入所療養介護
＜改定事項＞（予防介護についても同様の措置を講ずる場合は★を付記）

①認知症専門ケア加算の創設（★） （３.（1）⑤を参照）

②介護老人保健施設が提供する短期入所療養介護（★）

③介護療養型老人保健施設が提供する短期入所療養介護（★）

④有床診療所等が提供する短期入所療養介護（★）

⑤介護医療院が提供する短期入所療養介護（★）

⑥療養食加算の見直し（★） （３.（1）⑨を参照）

⑦介護職員処遇改善加算の見直し（★）

⑧居室とケア（★）
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

３．短期入所系サービス

(2)短期入所療養介護
②介護老人保健施設が提供する短期入所療養介護（★）

③介護療養型老人保健施設が提供する短期入所療養介護（★）
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介護報酬等に係る見直しについて

３．短期入所系サービス

(2)短期入所療養介護
④有床診療所等が提供する短期入所療養介護（★）

○ 療養病床を有する病院又は診療所については、短期入所療養介護の基準を全て満たしていることから、当該サー
ビスのみなし指定とする。

＜現行＞ ＜改定後＞

なし → 食堂を有しない場合の減算 25単位／日（新設）

⑤介護医療院が提供する短期入所療養介護（★）
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

４．多機能型サービス

(1)小規模多機能型居宅介護
＜改定事項＞（予防介護についても同様の措置を講ずる場合は★を付記）

①生活機能向上連携加算の創設（★） （１.（2）①を参照）

②若年性認知症利用者受入加算の創設（★）

③栄養改善の取組の推進（★） （２.（1）④を参照）

④運営推進会議の開催方法の緩和（★） （１.（2）③を参照）

⑤代表者交代時の開設者研修の取扱い（★）

⑥介護職員処遇改善加算の見直し（★）
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

４．多機能型サービス

(1)小規模多機能型居宅介護
②若年性認知症利用者受入加算の創設（★）

○ 若年性認知症の人やその家族に対する支援を促進する観点から、若年性認知症の人を受け入れ、
本人やその家族の希望を踏まえた介護サービスを提供することについて評価を行う。
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

４．多機能型サービス

(2)看護小規模多機能型居宅介護
＜改定事項＞

①医療ニーズへの対応の推進

②ターミナルケアの充実

③訪問（介護）サービスの推進

④若年性認知症利用者受入加算の創設 （４.（1）②を参照）

⑤栄養改善の取組の推進 （２.（1）④を参照）

⑥中山間地域等に居住する者へのサービス提供の強化

⑦指定に関する基準の緩和

⑧サテライト型事業所の創設

⑨運営推進会議の開催方法の緩和 （１.（2）③を参照）

⑩事業開始時支援加算の廃止

⑪代表者交代時の開設者研修の取扱い

⑫介護職員処遇改善加算の見直し
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

４．多機能型サービス

(2)看護小規模多機能型居宅介護
①医療ニーズへの対応の推進

○看護体制強化加算の見直し

○緊急時訪問看護加算の見直し

③訪問（介護）サービスの推進
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

４．多機能型サービス

(2)看護小規模多機能型居宅介護
⑧サテライト型事業所の創設

○ サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の本体事業所である看護小規模多機能型居宅介
護事業所又はサテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所において、訪問看護体制減算（※）の
届出をしている場合に算定するサテライト体制未整備減算を創設する。

※ 訪問看護体制減算：－925～－2,914単位／月（イ～ハのいずれの要件にも適合する場合）

イ 主治医の指示に基づく看護サービスを提供した利用者数の割合 30％未満

ロ 緊急時訪問看護加算を算定した利用者数の割合 30％未満

ハ 特別管理加算を算定した利用者数の割合 ５％未満

⑩事業開始時支援加算の廃止
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

５．福祉用具貸与

＜改定事項＞（予防介護についても同様の措置を講ずる場合は★を付記）

①貸与価格の上限設定等（★）

②機能や価格帯の異なる複数商品の掲示等（★）
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

５．福祉用具貸与

①貸与価格の上限設定等（★）

○ 福祉用具貸与について、平成30年10月から全国平均貸与価格の公表や貸与価格の上限設定を行う。

・上限設定は商品ごとに行うものとし、「全国平均貸与価格＋１標準偏差（１ＳＤ）」を上限とする。

・平成31年度以降、新商品についても、３ヶ月に１度の頻度で同様の取扱いとする。

・公表された全国平均貸与価格や設定された貸与価格の上限については、平成31年度以降も、概ね１年
に１度の頻度で見直しを行う。

・全国平均貸与価格の公表や貸与価格の上限設定を行うに当たっては、月平均100件以上の貸与件数
がある商品について適用する。

なお、上記については、施行後の実態も踏まえつつ、実施していくこととする。

②機能や価格帯の異なる複数商品の掲示等（★）

○ 利用者が適切な福祉用具を選択する観点から、運営基準を改正し、福祉用具専門相談員に対して、
以下の事項を義務づける。

・貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格を利用者に説明するこ
と。

・機能や価格帯の異なる複数の商品を利用者に提示すること。

・利用者に交付する福祉用具貸与計画書をケアマネジャーにも交付すること。
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介護報酬等に係る見直しについて

５．福祉用具貸与
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信長公命名のまち・岐阜市

介護報酬等に係る見直しについて

６．居宅介護支援

＜改定事項＞（予防介護についても同様の措置を講ずる場合は★を付記）

○基本報酬

①医療と介護の連携の強化（★）

②末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメント

③質の高いケアマネジメントの推進

④公正中立なケアマネジメントの確保（★）

⑤訪問回数の多い利用者への対応

⑥障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携（★）
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介護報酬等に係る見直しについて

６．居宅介護支援

○基本報酬
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介護報酬等に係る見直しについて

６．居宅介護支援

①医療と介護の連携の強化（★）
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介護報酬等に係る見直しについて

６．居宅介護支援

②末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメント
○著しい状態の変化を伴う末期の悪性腫瘍の利用者については、主治の医師等の助言を得ることを前提として、サービス担当者会議の招集を不要とすること等
によりケアマネジメントプロセスを簡素化する。

○ 末期の悪性腫瘍の利用者又はその家族の同意を得た上で、主治の医師等の助言を得つつ、ターミナル期に通常よりも頻回な訪問により利用者の状態変化や
サービス変更の必要性を把握するとともに、そこで把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等や居宅サービス事業者へ提供した場合を
新たに評価する。

ターミナルケアマネジメント加算 400単位／月（新設）
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介護報酬等に係る見直しについて

６．居宅介護支援

③質の高いケアマネジメントの推進

○ ケアマネ事業所における人材育成の取組を促進するため、主任ケアマネジャーであることを管理者の要件
とする。その際、３年間の経過措置期間を設ける。

○ 地域における人材育成を行う事業者に対する評価として、特定事業所加算について、他法人が運営する居
宅介護支援事業所への支援を行う事業所など、地域のケアマネジメント機能を向上させる取組を評価するこ
ととする。

○特定事業所加算(Ⅰ)～(Ⅲ)共通

・他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・研究会等の実施を要件に追加する。

○特定事業所加算(Ⅱ)(Ⅲ)

・地域包括支援センター等が実施する事例検討会等への参加を要件に追加する。(現行は(Ⅰ)のみ)

④公正中立なケアマネジメントの確保（★）

○ 利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者やその家族に対して、利用者はケアプラ
ンに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや、当該
事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であることを説明することを義務づけ、これらに違
反した場合は報酬を減額（所定単位数の50／100に相当する単位数（運営基準減算））する。

※ なお、例えば、集合住宅居住者において、特定の事業者のサービス利用が入居条件とされ、利用者の意思、
アセスメント等を勘案せずに、利用者にとって適切なケアプランの作成が行われていない実態があるとの指
摘も踏まえ、利用者の意思に反して、集合住宅と同一敷地内等の居宅サービス事業所のみをケアプランに位
置付けることは適切ではないことを明確化する。
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介護報酬等に係る見直しについて

６．居宅介護支援

⑤訪問回数の多い利用者への対応
○訪問回数の多いケアプランについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、市町村が
確認し、必要に応じて是正を促していくことが適当であり、ケアマネジャーが、統計的に見て通常のケアプランよりかけ離れた
回数の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合には、市町村にケアプランを届け出ることとする。

○ 地域ケア会議の機能として、届け出られたケアプランの検証を位置付け、市町村は地域ケア会議の開催等により、届け出ら
れたケアプランの検証を行うこととする。また市町村は、必要に応じ、ケアマネジャーに対し、利用者の自立支援・重度化防止
や地域資源の有効活用等の観点から、サービス内容の是正を促す。
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介護報酬等に係る見直しについて

７．居住系サービス

(1)特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護

73

＜改定事項＞（予防介護についても同様の措置を講ずる場合は★を付記）

○基本報酬
①入居者の医療ニーズへの対応
②生活機能向上連携加算の創設（★） （２.（1）①を参照）
③機能訓練指導員の確保の促進（★）
④若年性認知症入居者受入加算の創設（★）
⑤口腔衛生管理の充実（★）
⑥栄養改善の取組の推進（★） （２.（1）④を参照）
⑦短期利用特定施設入居者生活介護の利用者数の上限の見直し
⑧身体的拘束等の適正化（★）
⑨運営推進会議の開催方法の緩和（地域密着型特定施設入居者生活介護のみ）
（１.（2）③を参照）
⑩療養病床等から医療機関併設型の特定施設へ転換する場合の特例（★）
⑪介護職員処遇改善加算の見直し（★）
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介護報酬等に係る見直しについて

７．居住系サービス

(1)特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護
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○基本報酬

※単位数はすべて
１日あたり
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介護報酬等に係る見直しについて

７．居住系サービス

(1)特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護
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①入居者の医療ニーズへの対応
ア退院・退所時連携加算の創設
病院等を退院した者を受け入れる場合の医療提供施設との連携等を評価する加算を創設し、医療提供
施設を退院・退所して特定施設に入居する利用者を受け入れた場合を評価することとする。

イ入居継続支援加算の創設
たんの吸引などのケアの提供を行う特定施設に対する評価を創設する。

④若年性認知症入居者受入加算の創設（★）

○ 若年性認知症の人やその家族に対する支援を促進する観点から、若年性認知症の人を受け入れ、
本人やその家族の希望を踏まえた介護サービスを提供することについて評価を行う。

特定施設入居者生活介護：若年性認知症入居者受入加算 120単位／日（新設）
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介護報酬等に係る見直しについて

７．居住系サービス

(1)特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護
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⑤口腔衛生管理の充実（★）
○ 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による介護職員に対する口腔ケアに係る技術的
助言及び指導を評価した口腔衛生管理体制加算について、現行の施設サービスに加え、居住系サー
ビスも対象とする。

口腔衛生管理体制加算 30単位／月（新設）

⑧身体的拘束等の適正化（★）
○身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、身体拘束廃止未実施減算を創設する。
＜現行＞ ＜改定後＞
なし ⇒ 身体拘束廃止未実施減算 10％／日減算（新設）
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＜改定事項＞（予防介護についても同様の措置を講ずる場合は★を付記）

①入居者の医療ニーズへの対応
②入居者の入退院支援の取組（★）
③口腔衛生管理の充実（★） （７.（1）⑤を参照）
④栄養改善の取組の推進（★） （２.（1）④を参照）
⑤短期利用認知症対応型共同生活介護の算定要件の見直し（★）
⑥生活機能向上連携加算の創設（★） （２.（1）①を参照）
⑦身体的拘束等の適正化（★） （７.（1）⑧を参照）
⑧運営推進会議の開催方法の緩和（★） （１.（2）③を参照）
⑨代表者交代時の開設者研修の取扱い（★）
⑩介護職員処遇改善加算の見直し（★）
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７．居住系サービス

(2)認知症対応型共同生活介護
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①入居者の医療ニーズへの対応
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②入居者の入退院支援の取組（★）
○ 認知症の人は入退院による環境の変化が、認知症の症状の悪化や行動・心理症状の出現につながりやすいため、
入居者の早期退院や退院後の安定した生活に向けた取り組みを評価することとする。

ア 入院後３カ月以内に退院が見込まれる入居者について、退院後の再入居の受け入れ体制を整えている場合には、
１月に６日を限度として一定単位の基本報酬の算定を認めることとする。

＜現行＞ ＜改定後＞
なし ⇒ 246単位／日（新設）

イ 医療機関に１カ月以上入院した後、退院して再入居する場合も初期加算の算定を認めることとする。
＜現行＞ ＜改定後＞
初期加算 30単位／日 ⇒ 変更なし
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＜改定事項＞

○基本報酬
①入所者の医療ニーズへの対応
②個別機能訓練加算の見直し
（２.（1）①を参照）
③機能訓練指導員の確保の促進
④排泄に介護を要する利用者への支援
に対する評価の創設
⑤褥瘡の発生予防のための管理に対する
評価
⑥外泊時に在宅サービスを利用したときの
費用の取扱い
⑦障害者の生活支援について
⑧口腔衛生管理の充実

⑨栄養マネジメント加算の要件緩和
⑩栄養改善の取組の推進
⑪入院先医療機関との間の栄養管理に
関する連携

⑫介護ロボットの活用の推進（３.（1）⑦を参照）
⑬身体的拘束等の適正化
⑭運営推進会議の開催方法の緩和
（地域密着型介護老人福祉施設入居
者生活介護のみ）（１.（2）③を参照）

⑮小規模介護福祉施設等の基本報酬
の見直し
⑯療養食加算の見直し
⑰介護職員処遇改善加算の見直し
⑱居室とケア（３.（1）⑫を参照）
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○基本報酬

※単位数は
すべて１日あたり
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①入所者の医療ニーズへの対応
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①入所者の医療ニーズへの対応
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④排泄に介護を要する利用者への支援に対する評価の創設

⑤褥瘡の発生予防のための管理に対する評価
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⑥外泊時に在宅サービスを利用したときの費用の取扱い
○入所者に対して居宅における外泊を認め、当該入所者が、介護老人福祉施設により提供される在宅サービ
スを利用した場合は、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき一定の単位数を算定する。
＜現行＞ ＜改定後＞
なし ⇒ 在宅サービスを利用したときの費用 560単位／日（新設）

⑦障害者の生活支援について
ア 障害者を多く受け入れている小規模な施設を評価するため、現行の障害者生活支援体制加算の要件を 緩和する。
イ 同加算について、一定の要件を満たす場合、より手厚い評価を行う。

＜現行＞ ＜改定後＞
障害者生活支援体制加算 26単位／日 ⇒ 障害者生活支援体制加算（Ⅰ） 26単位／日

障害者生活支援体制加算（Ⅱ） 41単位／日（新設）

⑧口腔衛生管理の充実
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⑩栄養改善の取組の推進

⑪入院先医療機関との間の栄養管理に関する連携
○ 介護保険施設の入所者が医療機関に入院し、経管栄養又は嚥下調整食の新規導入など、施設入所時とは大きく
異なる栄養管理が必要となった場合について、介護保険施設の管理栄養士が当該医療機関の管理栄養士と連携し
て、再入所後の栄養管理に関する調整を行った場合の評価を創設する。
＜現行＞ ＜改定後＞
なし ⇒ 再入所時栄養連携加算 400単位／回（新設）

⑬身体的拘束等の適正化
○ 身体拘束廃止未実施減算について、身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、身体的拘束等の適
正化のための対策を検討する委員会の開催等を義務づけ、その未実施の場合の減算率を見直す。

＜現行＞ ＜改定後＞
身体拘束廃止未実施減算 ５単位／日減算 ⇒ 10%／日減算
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87

⑮小規模介護福祉施設等の基本報酬の見直し ※単位数はすべて１日あたり

⑯療養食加算の見直し（★）
〇 療養食加算について、１日単位で評価を行っている現行の取扱いを改め、１日３食を限度とし、１食を１回と
して、１回単位の評価とする。

＜現行＞ ＜改定後＞
療養食加算 18単位／日 ⇒    ６単位／回
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(2)介護老人保健施設
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＜改定事項＞（予防介護についても同様の措置を講ずる場合は★を付記）

①在宅復帰・在宅療養支援機能に対する
評価

②介護療養型老人保健施設の基本報酬
等

③かかりつけ医との連携
④入所者への医療の提供
⑤排泄に介護を要する利用者への支援

に対する評価の創設（８.（1）④を参照）
⑥褥瘡の発生予防のための管理に対する
評価 （８.（1）⑤を参照）
⑦外泊時に在宅サービスを利用したとき
の費用の取扱い
⑧口腔衛生管理の充実（８.（1）⑧を参照）

⑨栄養マネジメント加算の要件緩和
⑩栄養改善の取組の推進
（８.（1）⑩を参照）
⑪入院先医療機関との間の栄養管理に
関する連携（８.（1）⑪を参照）
⑫身体的拘束等の適正化（★）

（８.（1）⑬を参照）
⑬介護療養型老人保健施設から介護
医療院への転換の取扱い
⑭療養食加算の見直し（８.（1）⑯を参照）
⑮介護職員処遇改善加算の見直し
⑯居室とケア（３.（1）⑫を参照）
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①在宅復帰・在宅療養支援機能に対する評価
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②介護療養型老人保健施設の基本報酬等
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③かかりつけ医との連携
○ 多剤投薬されている入所者の処方方針を介護老人保健施設の医師とかかりつけ医が事前に合意し、その処方方
針に従って減薬する取組みについて、診療報酬改定における対応を鑑みながら、必要に応じて評価することとする。
＜現行＞ ＜改定後＞
なし ⇒ かかりつけ医連携薬剤調整加算 125単位／日（新設）

④入所者への医療の提供
○ 所定疾患施設療養費について、介護老人保健施設で行うことができない専門的な検査が必要な場合には医療機
関と連携する等、診断プロセスに係る手間に応じた評価とする。

○ 併せて、専門的な診断等のために医療機関に１週間以内の短期間入院を行う入所者であっても、制度上は退所と
して扱われるが、介護老人保健施設で行われる医療として必要なものであることから、在宅復帰率等の算定に際し
配慮することとする。

＜現行＞ ＜改定後＞
所定疾患施設療養費 305単位／日 ⇒ 所定疾患施設療養費（Ⅰ） 235単位／日

所定疾患施設療養費（Ⅱ） 475単位／日（新設）
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⑦外泊時に在宅サービスを利用したときの費用の取扱い
○ 入所者に対して居宅における外泊を認め、当該入所者が、介護老人保健施設により提供される在宅
サービスを利用した場合は、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき一定の単位数を算
定する。
＜現行＞ ＜改定後＞
なし ⇒ 在宅サービスを利用したときの費用 800単位／日（新設）

⑬介護療養型老人保健施設から介護医療院への転換の取扱い
ア 基準の緩和等

介護医療院に転換する場合について、療養室の床面積や廊下幅等の基準緩和等、転換するにあたり配慮が必要な
事項については、基準の緩和等を行うこととする。
イ 転換後の加算

介護医療院への転換後、転換前後におけるサービスの変更内容を利用者及びその家族や地域住民等に丁寧に説
明する等の取組みについて、最初に転換した時期を起算日として、１年間に限り算定可能な加算を創設する。ただし、
当該加算については介護医療院の認知度が高まると考えられる平成33年３月末までの期限を設ける。

＜現行＞ ＜改定後＞
設定なし ⇒ 移行定着支援加算 93単位／日（新設）
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＜改定事項＞（予防介護についても同様の措置を講ずる場合は★を付記）

①介護療養型医療施設の基本報酬
②排泄に介護を要する利用者への支援に対する評価の創設 （８.（1）④を参照）
③口腔衛生管理の充実 （８.（1）⑧を参照）
④栄養マネジメント加算の要件緩和
⑤栄養改善の取組の推進 （８.（1）⑩を参照）
⑥身体的拘束等の適正化 （８.（1）⑬を参照）
⑦介護療養型医療施設における診断分類（ＤＰＣ）コードの記載
⑧介護医療院へ転換する場合の特例 （８.（2）⑬を参照）
⑨医療機関併設型の特定施設へ転換する場合の特例（★）
⑩療養食加算の見直し （８.（1）⑯を参照）
⑪介護職員処遇改善加算の見直し
⑫居室とケア （３.（1）⑫を参照）
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①介護療養型医療施設の基本報酬

⑦介護療養型医療施設における診断分類（ＤＰＣ）コードの記載
○ 慢性期における医療ニーズに関する、要介護度や医療処置の頻度以外の医療に関する情報を幅広く収集する観
点から、療養機能強化型以外の介護療養型医療施設についても、その入所者の介護給付費明細書に医療資源を最
も投入した傷病名を医科診断群分類（ＤＰＣコード）により記載することを求めることとする。その際、一定の経過措置
期間を設けることとする。
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(3)介護療養型医療施設
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⑨医療機関併設型の特定施設へ転換する場合の特例（★）

○ 介護療養型医療施設又は医療療養病床から、「特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生
活介護（有料老人ホーム等）と医療機関の併設型」に転換する場合について、以下の特例を設ける。
ア サービスが適切に提供されると認められる場合に、生活相談員、機能訓練指導員、計画作成担当者の兼任
を認める。
イ サービスに支障がない場合に限り、浴室、便所、食堂、機能訓練室の兼用を認める。
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＜改定事項＞

①介護医療院の基準
②介護医療院の基本報酬等
③介護医療院への転換 （８.（2）⑬を参照）
④認知症専門ケア加算の創設
⑤排泄に介護を要する利用者への支援に対する評価の創設 （８.（1）④を参照）
⑥口腔衛生管理の充実 （８.（1）⑧を参照）
⑦栄養マネジメント加算の要件緩和
⑧栄養改善の取組の推進 （８.（1）⑩を参照）
⑨入院先医療機関との間の栄養管理に関する連携 （８.（1）⑪を参照）
⑩身体的拘束等の適正化 （８.（1）⑬を参照）
⑪診断分類（ＤＰＣ）コードの記載 （８.（3）⑦を参照）
⑫療養食加算の見直し （８.（1）⑯を参照）
⑬介護職員処遇改善加算の見直し
⑭居室とケア （３.（1）⑫を参照）
⑮介護医療院が提供する居宅サービス
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８．施設系サービス

(4)介護医療院
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①介護医療院の基準
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８．施設系サービス

(4)介護医療院
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②介護医療院の基本報酬等
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８．施設系サービス

(4)介護医療院
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④認知症専門ケア加算の創設
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８．施設系サービス

(4)介護医療院
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⑮介護医療院が提供する居宅サービス
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８．施設系サービス

(4)介護医療院
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⑮介護医療院が提供する居宅サービス
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９．その他

(1)口腔・栄養
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＜改定事項＞

①口腔衛生管理の充実
②栄養改善の取組の推進
③栄養マネジメント加算の要件緩和
④入院先医療機関との間の栄養管理に関する連携
⑤療養食加算の見直し
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９．その他

(2)地域区分
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人件費割合
70％のサービス

訪問介護／訪問入浴介護／訪問看護／居宅介護支援／定期巡回・随時対応型訪問介護看護／夜間対
応型訪問介護

人件費割合
55％のサービス

訪問リハビリテーション／通所リハビリテーション／認知症対応型通所介護／小規模多機能型居宅介護
／看護小規模多機能型居宅介護／短期入所生活介護

人件費割合
45％のサービス

通所介護／短期入所療養介護／特定施設入居者生活介護／認知症対応型共同生活介護／介護老人
福祉施設／介護老人保健施設／介護療養型医療施設／地域密着型特定施設入居者生活介護／地域
密着型介護老人福祉施設入所者生活介護／地域密着型通所介護

○ 岐阜市は引き続き、６級地になります。
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10．岐阜市介護予防・日常生活支援総合事業

(1)国基準相当
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使える人 単位（１月につき） 単位（１回につき）

訪問介護
（ホームヘルプ）

事業対象者
要支援１・２

１，１６８（週１回程度） ２６６（週１回程度）

２，３３５（週２回程度） ２７０（週２回程度）

事業対象者・要支援２ ３，７０４（週２回を超える程度） ２８５（週２回を超える程度）

通所介護
（デイサービス）

事業対象者・要支援１ １，６４７ ３７８（月４回まで）

事業対象者・要支援２ ３，３７７ ３８９（月８回まで）

○ 平成３０年４月以降の単位設定は、決定次第、岐阜市介護保険課のホームページに掲載します。

＜平成３０年３月３１日まで＞

＜平成３０年４月１日から＞

使える人 単位（１月につき） 単位（１回につき）

訪問介護
（ホームヘルプ）

事業対象者
要支援１・２

未定（週１回程度） 未定（週１回程度）

未定（週２回程度） 未定（週２回程度）

事業対象者・要支援２ 未定（週２回を超える程度） 未定（週２回を超える程度）

通所介護
（デイサービス）

事業対象者・要支援１ 未定 未定（月４回まで）

事業対象者・要支援２ 未定 未定（月８回まで）
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10．岐阜市介護予防・日常生活支援総合事業

(2)基準緩和型
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使える人 単位

送迎＆入浴有・週１回

事業対象者
要支援１・２

３５０

送迎又は入浴無・週１回 ３２５

送迎＆入浴無・週１回 ３００

○ 平成３０年４月以降の単位設定は、決定次第、岐阜市介護保険課のホームページに掲載します。

＜平成３０年３月３１日まで＞

＜平成３０年４月１日から＞

使える人 単位

送迎＆入浴有・週１回

事業対象者
要支援１・２

未定

送迎又は入浴無・週１回 未定

送迎＆入浴無・週１回 未定
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御清聴ありがとうございました。
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